
 

団体か個人を選択
※家族は個人と 
みなします 



 

家族は個人とみなします。 
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  代表者と連絡者は同じ人が兼任することも可能です。 
その場合は上記の図のように代表者・連絡者共にひとりの人にチェックをつけてください。 
 
※連絡者は許可等の通知を行いますので、メールアドレスを登録し、システムからの自動連絡 
メールは「必要」にチェックを入れてください。 

【代表者と連絡者の選択】 

許可等の連絡をメールでお知ら
せしますので、メールアドレス
のご入力をお願いします。 
※システムからの自動メールは
必要を選択してください。 

※メール登録をされない場合
は、ご自身でシステム画面から
許可等のお知らせを確認してい
ただくこととなります。 
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全ての入力が終わったら「登録」ボタンを押してください。 

入力が完了したら、
登録をクリック 
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【個人選択時の入力項目】 

必要項目を入力してください。 

緑色の箇所は必ず入
力してください。 

許可等のお知らせをしま
すので、メールアドレス
を登録し、自動メールは
必要としてください。 

※メール登録ができない場合
は、システム画面から許可等
のお知らせを確認していただ
くこととなります。 
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全ての入力が終わったら「登録」ボタンを押してください。 
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登録が正常に完了すると「利用者登録事前入力 登録完了画面」が表示されます。 
エラーがある場合はメッセージが表示されるので確認して該当箇所を修正してください。 
 
事前登録後の本登録手続きに関しては画面上部の説明文に記載がありますので、 
その内容に沿って窓口にてお手続きをお願いいたします。 

【メールアドレスの有効確認】  

利用者事前登録にて、メールアドレスを入力した方にはメールアドレス有効確認の作業が必要で
す。 
登録済利用者情報照会画面の「確認メールを送る」のボタンを押すと、登録済みメールアドレスの
有効確認を行うことができます。 
メールアドレスの有効確認を行っていないとメールアドレスに関する機能が使用できないため、
必ず有効確認を行ってください。 
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団体の場合 

個人の場合 

個人と団体は上記画像の位置に「確認メールを送る」ボタンが表示されます。 
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【URL クリック後表示画面】 

URL をクリックすると「メールアドレス有効確認」画面が表示されます。 
この画面が表示されれば正常にメールアドレス有効確認が完了しています。 

「確認メールを送る」ボタンをクリックします。 
 

【システムより送信されるメール】 

「確認メールを送る」ボタンのクリック後、上記のようなメールが登録されたメールアドレスに 
届きます。 

【利用者照会画面】 
確認メールの URL をクリックして 
メールの有効確認が完了した後は 
左図のように「確認メールを送る」 
ボタンが表示されないようになります。 
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※補足 
団体で送り先のメールアドレスを構成員様ごとに登録されている場合は、 
構成員様ごとに「確認メールを送る」ボタンをクリックする必要があります。 
（「確認メールを送る」ボタンをクリックしないと対象のメールアドレスに確認メールが 

送信されないのでご注意ください） 
 

構成員様ごとに送り先のメールアドレスが登録されている場合 
確認メールをそれぞれに送る必要があります。 

【画像例】 

いろは太郎様の欄にあるボタン①と 

いろは次郎様の欄にあるボタン②を 

それぞれクリックする必要があります。 


